
議案第１４号

海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例の一部改正について

　海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり定める。

平成２７年２月２６日提出

海老名市長　　内　野　　優

提案理由

　指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うため



海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例の一部を改正する条例

　海老名市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２６年条例第４５号

）の一部を次のように改正する。

　第４条第３項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項１に改める。

　第１２条中「又は」を「及び」に、　「若しくは」を「又は」に改める。

　第３１条第２項第１号中「第３３条第１３号」を「第３３条第１４号」に改め、同項第２号工

中「第３３条第１４号」を「第３３条第１５号」に改め、同号オ中「第３３条第１５号」を「第３３

条第１６号」に改める。

　第３３条中第２６号を第２７号とし、第１８号から第２５号までを１号ずつ繰り下げ、同条第

１７号中「第１２号」を「第１３号」に、　「第１３号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１８

号とし、同条第１６号を同条第１７号とし、同条第１５号中「第１３号」を「第１４号」に改め、

同号イ中「指定介護予防通所介護事業所（指定介護予防サービス等基準第９７条第１項

に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。）又は」を削り、同号を同条第１６号

とし、同条中第１４号を第１５号とし、第１３号を第１４号とし、同条第１２号中「介護予防訪

問介護計画（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第３９条第２号に

規定する介護予防訪問介護計画をいう。）」を「介護予防訪問看護計画書」に改め、

同号を同条第１３号とし、同条第１１号の次に次の１号を加える。

　（１２）　担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業

　　　者等に対して、介護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス等の事業の人

　　　員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果



　　的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護

　　予防サービス等基準」という。）第７６条第２号に規定する介護予防訪問看護計

　　画書をいう。次号において同じ。）等指定介護予防サービス等基準において位

　　置付けられている計画の提出を求めるものとする。

第３３条に次の１号を加える。

（２８）　指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条第

　　１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、

　　意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努

　　めなければならない。

　　附　則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。


